相談支援事業所〇〇〇〇〇〇　利用者に関する情報又は
サービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議　開催要領


利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議の開催については、以下のとおりする

１．開催日　　　毎週　月曜日　１３：００～１３：３０
　　　　　　　　※すべての相談支援専門員が参加できるよう、開催日時は適宜調整する。

２．開催方法　　会議室、又はＺｏｏｍ等電子会議システムを用い、職員全員が参　加する。

３．出席者　　　事業所の相談支援専門員
　　　　　　　　※協働体制を確保している　△△相談事業所、□□相談支援事所
を含む）
　　　　　　　　

４．議題　議題は以下の内容を含むものとする。
[bookmark: _GoBack]　　ア 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
イ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
ウ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況
エ 保健医療及び福祉に関する諸制度
オ アセスメント及びサービス等利用計画の作成に関する技術
カ 利用者（障害児及びその家族）からの苦情があった場合は、その内容及び改善方　　　
　 針
キ その他必要な事項

６．議事録を作成し、５年間保存するものとする。
